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３ その他（報告事項等） 

 

(1) 板橋区景観賞に関する報告と今後の取組について 

 

 

①板橋区景観賞の決定及び表彰式の開催 

第 12 回板橋区景観審議会での選考を経て、令和 2 年 1 月 15 日付で板橋区

景観賞 5 件を決定し、１月 28 日に表彰式を開催した。 

⇒別紙 1「板橋区景観賞表彰式」 

 

【板橋区景観賞表彰式】 

●日 時：令和 2 年 1 月 28 日（火）14 時 30 分から 15 時 30 分まで 

●場 所：板橋区役所災害対策室 

●出席者：42 名 

・板橋区 区長、都市整備部長、都市計画課長、都市景観担当、報道担当 

・来 賓 景観審議会委員、景観アドバイザー 

・受賞者 以下の所有者（管理組合など）、事業者、設計者 

ブリリアときわ台ソライエレジデンス 

東武東上線ときわ台駅舎 

イニシア蓮根氷川の杜 

プラウド志村坂上サンクアージュ 

東洋インキ SC ホールディングス十条センター 

・内 容 区長挨拶、表彰状授与、受賞者挨拶、講評、記念撮影 

 

 

②板橋区景観賞の公表 

2 月 3 日付で区公式ホームページに、板橋区景観賞の決定と表彰式の開催に

関する情報を掲載した。同時に、令和元年度いたばし景観写真展（テーマ「石

神井川と景観」でのパネル展示を行った。 

⇒別紙 2「板橋区景観賞受賞建築物一覧」 

 

また、受賞を受けて、事業者 2 社がニュースリリースを行っている。 

資料 3 



2 

 

③板橋区景観賞記念プレート 

  板橋区景観賞を広く周知し、建築物の所有者をはじめ、事業者や設計者の励

みとなることで、今後さらに区の良好な景観の形成が図られるよう、板橋区景

観賞記念プレートを作製した。 

  すでに、東武東上線ときわ台駅には、本プレートが取り付けられている。東

武鉄道株式会社のご協力もあり、専用のアクリルの台座を介して、駅正面の良

い場所に取り付けていただいた。 

⇒別紙 3「板橋区景観賞記念プレート取り付け写真」 

 

④次回の板橋区景観賞 

制度の創設後、初めての表彰では、平成 23 年 8 月以降、過去に区と景観協

議を行い、既に完成している民間の建築物を対象とした。 

また、本制度は、景観協議物件以外でも、既存の建築物やまちづくり活動も

対象とすることができる制度としている。 

⇒別紙 4「板橋区景観表彰制度実施要綱」 

 

今回の表彰において、対象となった景観協議物件は 411 件あったが、表彰さ

れた物件は 5 件に絞られていることから、表彰に値する物件を選ぶためには、

相応の母数を確保することが必要であるといえる。また、選定に係る景観担当

の事務量も多いことから、次回は 2 年後とし、今回実施できなかった既存の建

築物やまちづくり活動を対象とし、4 年後に再び景観協議物件を対象に実施す

るスケジュールとしたい。 

【スケジュール（案）】 

・第 1 回（令和元年度）：過去の景観協議物件【H23～28 年度協議かつ完了】 

  ↓  ※対象協議件数 865 件（5 年 5 か月）、うち完了 411 件 

・第 2 回（令和 3 年度）：既存の建築物やまちづくり活動 

  ↓  ※例えば、昭和レトロ建築、まちづくり協議会など 

・第 3 回（令和 5 年度）：過去の景観協議物件【～R2 年度協議かつ完了】 

  ↓  ※第 1 回で対象とした物件以降に完了報告がなされたもの 

・第 4 回（令和 7 年度）：既存の建築物やまちづくり活動 

  ↓ 

＜以下、同様＞ 



1 

板橋区景観賞表彰式（令和 2年 1月 28日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●区長挨拶 

●表彰 ●来賓 

●講評 
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＜集合写真＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●全体 ●ブリリアときわ台ソライエレジデンス 

●東武東上線ときわ台駅舎 

●プラウド志村坂上サンクアージュ ●東洋インキＳＣホールディングス十条センター 

●イニシア蓮根氷川の杜 
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板橋区景観賞記念プレート 取り付け写真 

（令和 2年 6月 29日にときわ台駅舎が取り付け） 
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板橋区景観表彰制度実施要綱 

 

令和元年６月 24日区長決定 

 

（目 的） 

第１条 この要綱は、東京都板橋区景観条例（平成 23年板橋区条例第９号。以

下「条例」という。）第 31条に基づき、良好な景観の形成に寄与していると認

められる建築物やまちづくり活動などに対し表彰を行うことにより、景観ま

ちづくりに対する区民の意識の高揚を図るとともに、良好な景観の形成の推

進に資することを目的とする。 

 

（賞の名称） 

第２条 表彰は、板橋区景観賞と称する。 

 

（表彰対象） 

第３条 表彰は、板橋区景観計画を踏まえ、板橋区内の良好な景観の形成に寄与

していると認められる次の各号のいずれかに該当するものを対象として実施

する。 

（１）表彰を行う年度の前年度までに条例第 21条の規定による行為完了の報告

がなされた建築物等の所有者、事業者（条例第２条第５号に規定する事業者を

いう。以下同じ。）及び設計者 

（２）継続的に良好な景観の形成に寄与していると認められる建築物等の所有

者やまちづくり活動の主体である個人、団体又は事業者で、自薦又は他薦によ

り別記様式にて応募のあったもの 

（３）その他区長が表彰をするに値すると判断したもの 

 

（選定及び選定基準） 

第４条 表彰候補は、別表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げる審査

項目により選定及するものとする。 

 

（表彰候補の選定） 

第５条 区長は、第３条第１号に該当する表彰候補の選定にあたり、あらかじめ

条例第 17 条の規定による板橋区景観アドバイザーの意見を聴くものとする。 
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（選 考） 

第６条 区長は、表彰の決定にあたり、あらかじめ条例第 33条第１項の規定に

よる東京都板橋区景観審議会に諮るものとする。 

２ 区長が特に板橋区内の良好な景観の形成に寄与していると認めるものは、

大賞とすることができる。 

 

（賞の授与） 

第７条 区長は、板橋区景観賞の受賞者に対し、表彰状等を授与する。 

 

（公 表） 

第８条 表彰の結果は、景観まちづくりの普及・啓発のため広く公表する。 

 

（事務の処理） 

第９条 この要綱に関する事務は、都市整備部都市計画課が行う。 

 

（委 任） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、都市整備部長が別に定

める。 

 

付 則 

この要綱は、令和元年６月 24日から施行する。 
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別表（第４条関係） 

区分 審査項目 

配置 

・公共空間への配慮 

・歴史・文化的資源、自然等への配慮 

・壁面の位置の配慮 

・にぎわいづくりへの貢献 

高さ、規模 
・公共空間からの眺めへの配慮 

・周辺景観との調和 

形態、意

匠、色彩 

・周辺の建築物等との調和 

・街並みへの圧迫感の軽減 

・周辺景観、公共空間との調和 

・周辺景観との調和に配慮した材料の活用 

・にぎわいづくりへの貢献 

公開空地、

外構、緑化 

・公開空地・外構デザインの工夫 

・周辺景観に調和した緑化 

・接道部の緑化 

・にぎわいづくりへの貢献 

駐車場など

の付属物 

・公共空間への配慮 

・建築物本体との調和・一体化 

・周辺の土地利用に配慮した照明 

・夜間照明の配慮 

・周辺に配慮した屋外広告物 

まちづくり

活動 

・地域の魅力や賑わいを向上させているもの 

・地域資源を活かし、景観の魅力を高めているもの 

・街並みの保全・活用・整備に関するもの 

・その他良好な景観の形成に寄与していると認められるもの 
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